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　 【 請 求 項 １ 】
頚 椎 牽 引 治 療 に 用 い る 頚 椎 牽 引 装 具 （ ７ ） と 、 前 記 頚 椎 牽 引 装 具 を 掛 け る ハ ン ガ ー （ ６ ）
と 、 前 記 ハ ン ガ ー に 接 続 す る 牽 引 用 の ワ イ ヤ （ ５ ） と 、 ワ イ ヤ （ ５ ） を 掛 け る 滑 車 （ ３ ）
か ら 構 成 さ れ 、

る 頚 椎 牽 引 装 具 部 に お
い て 、
頚 椎 牽 引 装 具 （ ７ ） の 一 部 、 ハ ン ガ ー （ ６ ） の 一 部 、 ワ イ ヤ （ ５ ） の 一 部 、 頚 椎 牽 引 装 具
（ ７ ） と ハ ン ガ ー （ ６ ） の 接 続 部 、 ハ ン ガ ー （ ６ ） と ワ イ ヤ （ ５ ） の 接 続 部 、 滑 車 （ ３ ）
部 等 、 頚 椎 牽 引 装 具 部 の う ち の 少 な く と も １ 個 所 に 緩 衝 材 を 設 置 し 、 牽 引 治 療 時 に 発 生 し
た 衝 撃 力 が 患 者 に 伝 わ る こ と を 少 な く す る か 又 は 無 く す よ う に し た 、 頚 椎 牽 引 装 具 部
　 【 請 求 項 ２ 】
ハ ン ガ ー （ ６ ） に 頚 椎 牽 引 装 具 （ ７ ） を 掛 け る ベ ル ト 部 ９ に 緩 衝 材 を 用 い た こ と を 特 長 と
す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 頚 椎 牽 引 装 具 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 【 産 業 上 の 利 用 分 野 】
本 発 明 は 頚 椎 牽 引 時 に 使 用 す る 頚 椎 牽 引 装 具 に 関 す る も の で 、 発 生 し た 衝 撃 か ら 患 者 を 保
護 す る 、 緩 衝 材 付 き の 頚 椎 牽 引 用 装 具 及 び そ の 周 辺 部 に 関 す る 。
　 　 【 ０ ０ ０ ２ 】
　 【 従 来 の 技 術 】
頚 椎 牽 引 は 、 頚 椎 症 の 牽 引 療 法 と し て 用 い ら れ る も の で 、 そ の 構 成 例 を 図 示 す 。 こ れ
は ２ 人 用 の 牽 引 器 を 用 い 、 頸 椎 と 腰 椎 を 同 時 に 牽 引 で き る よ う に し た 例 で あ る 。 図 ２ の ２
１ は 牽 引 器 本 体 、 ２ ２ は 支 柱 、 ２ ３ は 滑 車 、 ２ ４ は 牽 引 用 椅 子 、 ２ ５ は 牽 引 用 の ワ イ ヤ 、
２ ６ は ハ ン ガ ー 、 ２ ７ は 頚 椎 牽 引 装 具 、 ４ ０ は 牽 引 治 療 用 ベ ッ ド で あ る 。
　 　 【 ０ ０ ０ ３ 】
従 来 の 頚 椎 牽 引 装 具 は 図 １ （ Ｂ ） と 同 様 の 構 成 で あ り 、 装 具 の 材 質 は 皮 革 や 帆 布 等 を 用 い
て お り 、 伸 縮 し に く い も の で あ っ た 。
　 　 【 ０ ０ ０ ４ 】

頚 椎 牽 引 装 具 （ ７ ） を 患 者 の 顎 や 後 頭 部 等 に 付 け 、 ワ イ ヤ （ ５ ） の 一 端 を
牽 引 装 置 （ 1） の ワ イ ヤ 巻 き 取 り ド ラ ム に 接 続 し 、 牽 引 装 置 （ 1） の モ ー タ で ワ イ ヤ 巻 き 取
り ド ラ ム を 駆 動 し て ワ イ ヤ （ ５ ） を 巻 き 取 っ て 患 者 の 頚 椎 を 牽 引 す
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装 置 本 体 ２ １ の 内 部 に は 、 図 示 は し て い な い が 、 モ ー タ と 、 モ ー タ で 駆 動 さ れ る ワ イ ヤ 巻
き 取 り ド ラ ム と 、 制 御 部 が あ る 。 牽 引 療 法 で は 、 牽 引 角 度 が 重 要 で あ る 。 こ の 角 度 を 確 保
す る た め に 、 支 柱 ２ ２ に 取 り 付 け た 滑 車 ２ ３ の 位 置 を 調 節 し 、 ワ イ ヤ ２ ５ を 滑 車 に 通 し 、
ハ ン ガ ー ２ ６ を 介 し て 頚 椎 牽 引 装 具 ２ ７ と 接 続 す る 。 こ の よ う に し て 治 療 を 開 始 す る と 、
ワ イ ヤ 巻 き 取 り ド ラ ム が ワ イ ヤ ２ ５ を 巻 き 取 り 、 所 定 の 牽 引 力 ま で 牽 引 し 、 牽 引 治 療 を お
こ な う 。
　 　 【 ０ ０ ０ ５ 】
　 【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
図 ２ の よ う な 使 い 方 を す る 場 合 、 頚 椎 牽 引 治 療 中 に 、 腰 椎 牽 引 の 患 者 が ベ ッ ド に 乗 り 降
り す る と き 、 衝 撃 が 発 生 し 、 こ れ が 頸 椎 牽 引 中 の 患 者 に 伝 わ っ て 、 不 快 感 や 、 場 合 に よ っ
て は 危 険 を 与 え る 。 ベ ッ ド を 使 用 し な い 場 合 も 、 第 ３ 者 が 誤 っ て 装 置 本 体 に ぶ つ か る こ
と も あ り 、 衝 撃 が 発 生 す る 頻 度 は 高 い 。
　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
こ の 問 題 を 解 決 す る た め に 、 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 で は 、 頚 椎 牽 引 装 具 の 一 部 、 ハ ン ガ ー

の 一 部 、 ワ イ ヤ の 一 部 、 頚 椎 牽 引 装 具 と ハ ン ガ ー の 接 続 部 、 ハ ン ガ ー と ワ イ ヤ
の 接 続 部 、 滑 車 部 の 、 ６ 個 所 の う ち の 少 な く と も １ 個 所 に 緩 衝 材 を 設 置 し 、 牽 引 治 療

時 に 、 発 生 し た 衝 撃 力 が 患 者 に 伝 わ る こ と を 少 な く す る か 無 く す よ う に し た 。 請 求 項 ２ 記
載 の 発 明 で は 、 頚 椎 牽 引 装 具 の ベ ル ト 部 に 緩 衝 材 を 用 い た 。
　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
　 【 作 用 】
本 発 明 に よ り 、 牽 引 治 療 時 に 衝 撃 力 が 発 生 し て も 、 こ れ が 患 者 に 伝 わ ら な い よ う に 、 緩 衝
さ せ る が で き る 。
　 　 【 ０ ０ ０ ８ 】
　 【 実 施 例 】
図 １ （ Ａ ） は 頚 椎 牽 引 装 置 の 例 で あ る 。 図 の １ は 牽 引 装 置 本 体 、 ２ は 滑 車 ３ を 固 定 す る 支
柱 、 ３ は 滑 車 、 ５ は 牽 引 用 の ワ イ ヤ 、 ６ は 頸 椎 牽 引 装 具 ７ を 支 え る ハ ン ガ ー 、 ７ は 頸 椎 牽
引 装 具 、 ８ は 顎 や 後 頭 部 等 を 保 持 す る 支 持 部 、 ９ は 支 持 部 ８ を ６ に 接 続 す る ベ ル
ト で あ る 。 請 求 項 １ で は 、 頚 椎 牽 引 装 具 の 一 部 、 ハ ン ガ ー の 一 部 、 ワ イ ヤ の 一 部 、
頚 椎 牽 引 装 具 と ハ ン ガ ー の 接 続 部 、 ハ ン ガ ー と ワ イ ヤ の 接 続 部 、 滑 車 部 の 、 ６
個 所 の う ち の 少 な く と も １ 個 所 に 緩 衝 材 を 設 置 し 、 牽 引 治 療 時 に 発 生 し た 衝 撃 力 が 患 者 に
伝 わ る こ と を 少 な く す る か 又 は 無 く す よ う に し た 。
　 　 【 ０ ０ ０ ９ 】
頚 椎 牽 引 装 具 ７ の 一 部 に 緩 衝 材 を 入 れ る 方 法 と し て 、 支 持 部 ８ や ベ ル ト 部 ９ を 緩 衝 材 で 置
き 換 え れ ば よ い 。 装 具 全 体 に 緩 衝 材 を 用 い て も よ い し 、 支 持 部 ８ と 人 体 の 間 に 面 状 の 緩 衝
ゲ ル を 配 置 し て も よ い 。 ハ ン ガ ー ６ の リ ン グ 部 ６ １ や ベ ル ト 支 持 部 ６ ２ を 緩 衝 材 で 置 き 換
え て も よ い 。 ワ イ ヤ ５ の 中 間 部 に 、 例 え ば 、 ワ イ ヤ ５ に の 先 端 に 付 け た フ ッ ク ５ １ と ワ イ
ヤ ５ の 接 続 部 に 緩 衝 材 を 入 れ て も よ い 。
　 　 【 ０ ０ １ ０ 】
頚 椎 牽 引 装 具 ７ と ハ ン ガ ６ と は 、 頚 椎 牽 引 装 具 の リ ン グ 部 ９ ２ で 接 続 さ れ て い る の で 、
こ の リ ン グ を 緩 衝 材 に 置 き 換 え て も よ い し 、 リ ン グ 部 ９ ２ と ハ ン ガ ６ の 間 に 緩 衝 材 を 挿
入 し て も よ い 。 フ ッ ク ５ １ と ハ ン ガ ６ の 間 に 緩 衝 材 を 入 れ れ ば よ い 。 滑 車 ３ は ポ ー ル ２
に 固 定 さ れ て い る の で 、 こ の 間 に 緩 衝 材 を 入 れ れ ば よ い 。
　 　 【 ０ ０ １ １ 】
請 求 項 ２ は 、 頸 椎 牽 引 用 装 具 ７ の ベ ル ト ９ に 、 緩 衝 材 を 入 れ る も の で あ る 。 牽 引 時 の 衝 撃
は 、 同 じ 牽 引 器 に 接 続 さ れ て い る ベ ッ ド に 乗 り 降 り す る と き に 生 じ る こ と が 多 い 。 こ の よ
う な 衝 撃 は 比 較 的 立 ち 上 が り の 遅 ス ト ロ ー ク 大 き も の が 多 い 。 こ の よ う な 衝 撃 を
吸 収 す る に は 、 伸 び 縮 み の も の が 適 し て い る 。 ベ ル ト ９ 全 体 を 強 化 ゴ ム
で 置 き 換 え 、 緩 衝 材 と 。 バ ネ も 類 似 の 特 性 を 有 す る の で 、 使 用 し て も よ い 。 し
か し 、 バ ネ は 見 た 目 が 悪 い 等 の 問 題 も あ る 。 緩 衝 材 は 、 ど の 程 度 の 衝 撃 を ど の 程 度 吸 収 さ
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せ る か と い う こ と に よ っ て 決 定 さ れ る が 、 本 発 明 で は 緩 衝 材 の 材 質 や 経 常 等 は 問 わ な い 。
　 　 【 ０ ０ １ ２ 】
　 【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 に よ り 、 牽 引 治 療 時 に 衝 撃 力 が 発 生 し て も 、 こ れ が 患 者 に 伝 わ ら な い よ う に 衝 撃 を
緩 衝 す る こ と が で き る の で 、 治 療 中 に 、 衝 撃 に よ る 不 快 感 や 危 険 を 受 け る こ と が 無 く 、 安
全 で 効 果 的 な 牽 引 治 療 を お こ な う こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 Ａ ） は 頸 椎 牽 引 装 置 の 全 体 図 で あ り 、 （ Ｂ ） は 頸 椎 牽
引 装 具 の ベ ル ト を 強 化 ゴ ム に し た 例 で あ る 。
【 図 ２ 】 頸 椎 牽 引 シ ス テ ム の 全 体 図 の 例 で 。
【 符 号 の 説 明 】
２ 、 ２ ２ ・ ・ ・ 支 柱
３ 、 ２ ３ ・ ・ ・ 滑 車
５ 、 ２ ５ ・ ・ ・ ワ イ ヤ  
５ １ ・ ・ ・ フ ッ ク
６ 、 ２ ６ ・ ・ ・ ハ ン ガ  
６ 1・ ・ ・ リ ン グ
６ ２ ・ ・ ・ 装 具 か け 部  
７ 、 ２ ７ ・ ・ ・ 頸 椎 牽 引 装 具
８ ・ ・ ・ 人 体 支 持 部  
９ ・ ・ ・ 装 具 ベ ル ト
９ ２ ・ ・ ・ 装 具 保 持 金 具  
２ ４ ・ ・ ・ 頸 椎 牽 引 用 椅 子
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